
表1:臨床分離株･標準菌株の生理食塩水における経時的発育状況
（30℃培養)(cfmml）

表2:臨床分離株･標準菌株のTSB培地における経時的発育状況
（30℃培養)(ｃＭｍＩ）

ＢｅｆＯｌｅ 2時間 4時間 6時間 8時間 12時間 24時間

MRSA(A） 1フＯＯ ２０００ ３０００ １２００ ５１００ ３０００ ２４００

MRSA(B） ２４００ １８００ 3００ ２００ ４００ ４００ １００＞

MRSA(C） 1０６００ １０５００ ８２００ ２２００ ３０００ １２０００ 1４０００

ＡTCC

Ｓ・au尼uｓ
３８００ ９２００ 、４８００ ４４００ ４５００ ５０００ 1４００

緑腱菌(A） ６６００ ２００ １００＞ 1００． ２００ 1８００ ３７００

緑膿菌(B） ２３００ ７７００ ７５００ 1７１００ １７１００ ５４０００ ２５００００

緑膿菌(ｃ） ７６００ ２０００ ３００ ３５００ ２６９００ ａＢＯＯＯ ９２０００

ＡＴＣＣ

緑臆菌
１９３００ １２４００ 2４００ ２０７００ １８７００ ７００ １００＞

BefT② 2時間 4時間 6時間 8時間 12時間 24時間

MRSA(A） ５Ｘ１０ｓ 2.ＧｘｌＯ３ 6.1ｘｌＯ３ ４．２ｘｌＯ４ 2.7ｘｌＯ５ 9.5×１０５ ｘｌＯ７

MRSA(B） 4.ｇｘｌＯ８ 1.2×１び 3.7×１０４ １．１Ｘ１０５ 6.7ｘｌＯ５ 1.3×１０６ ４２ｘｌＯ7

MRSA(C） 2.3ｘｌＯ４ 1.6ｘｌＯ４ 1.6ｘｌＯ５ 2.4ｘｌＯ４ ３ｘｌＯ４ 1.1ｘ１０Ｂ 2.1Ｘ１０Ｂ

ＡＴＣＣＳ・aureus 7.1ｘｌＯ３ ３×１０３ 7.5×１０３ 2.5ｘｌＯｑ ×１０５ 4.2ｘｌＯｓ ６．１ｘｌＯ７

緑膿菌(A） 3.3Ｘ１０３ 3.7ｘｌＯ４ 4.2ｘｌＯ３ 1.3ｘｌＯ５ 5.ｇｘ１０５ ５Ｘ１０４ ｇｘｌＯ５

緑膿菌(B） ４Ｘ１０Ｅ 2.7ｘｌＯ４ 6.2ｘｌＯ３ ４２ｘｌＯ４ ８ｘ１０３ 9.2ｘｌＯ５ ３ｘｌＯ５

緑膿菌(C） ７．４ｘｌＯ３ ２２ｘｌＯ４ 2.1Ｘ１０４ 1.ｇｘ１０ｓ 3.7ｘｌＯ５ 1.1ｘｌＯｅ 1.7ｘｌＯ、

ATCC緑膿菌 1.1ｘｌＯ４ 1.8×１０４ 2.6ｘｌＯ４ ｘｌＯｓ 1.5ｘｌＯ４ １２ｘｌＯｓ 1.5ｘ１０Ｂ



図1:臨床分離株標準菌株の生理食塩水における
経時的発育状況(30℃）
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図2:臨床分離株､標準菌株のTSB培地における経時的発育状況(30℃）
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＜マニュアル牧羊＞

院内暴力患者、家族などが、暴言や簿週あるいぼ身徽〃暴力

(押す．葵＜、魔ろ．撒達鯨す．凶騨警健うなどノ

行う恐れ、又は、行っている、もしくは行った状態
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恐れがある場合

■

■

■

■

■
行っている.行った場合

■
■
■
■
■
■

』のどな族家
●

者患Ｉ 蝋
司上

ｊ
認

ど
ｊ
上
確

な
等
以
の
室

長
司
人
先
視

部
上
２
絡
監

、

く
く

連
、

、１人では、応対しない

緊急時の避難

・
０
０
９
０
０
０
■

０．．■．．■■■－０■■■－■■■－－．．－毎■■■■、o■■■■■u■■■■■■■■－－■、－－－■■■■

警備員

現場へ↓

へ場

(監視室）

事
現
務

医
０
－
０
総

■■■■■■■角■■■芭■■■■■■■■■■■⑤■句碑■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■毎■■■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■⑰■■■■

□■■■、■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■■⑤■■■■■■⑪■■■■■■■■■■■■■■■■ぬ■■

事後対応被害者家族等への対応（連絡、説明）

蟇J亘→作成

の書

握
告

把
報

の
生
応
知

報
発
対
周

存
情
カ
ミ
の

保
者
暴
コ
ヘ

場
害
内
ス
内

現
加
院
マ
院

情報の共有

対応の検討
■

応対

暴言・脅迫

身体的暴力

響察への通報

医事 南会津警察署

Ｏ２４Ｚ－６２－７ＺＺ３ｒ内藻ＺＺユノＯＺ４Ｚ－６２－ＺＺ響０

錘藩 ＺＺＯ響

ｏ２１Ｚ－５２－７ＺＺＺ（内線３ｏｚ，３０２ノ

警備（内瀕｣Ｍアノ

中央監視ｒ内藤ｚｚ８ノ
■｡



司応対者弥笥」尚｣戸

院内暴力発生報告書

＊１

応対者→直属の上司→所属部署部長→医療安全対策室（担当）→副院長→院長

＜応対者から、直属の上司への報告については、リスクマネージメント部会で策定した事例報告書で行うこと＞

＊２紙面が、不足する場合には、適宜、別紙による記載をする。

院長 副 亮：受 蛋療安全対策室（担当） 所属苔I署

○
回
ロ Ｉ長 上司 応対者

報告（応対）者 部署名 Ｉ

Ｄ

職氏名印

院
内
暴
力

発生日時

発生場所

￣■￣■■■￣■■■■■■￣■

内容

(被害者、

損壊物等の有
鉦Ｅ，
ひ0,℃ 内容含む）

■戸■■￣■■■■卓■■■■■■■■

原因

平成年月日（）午前・午後時分
■■■■■■■■－■■■■■■■■■■■■■￣￣,■■、■■￣酉■■■■■■■■■■■￣￣■■■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■￣￣陣一■■■■￣￣￣￣■■■■■■■■■￣■■￣■■■■■■■■■■●■●■■■■￣￣■■■■■￣￣￣■■■￣■■

￣■、￣■■￣￣■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣●■￣￣■￣■■■■■■■■■■■■■■ロロ■■■■■■■￣￣、￣■■■■■■●■■■■■￣￣■■■■■■■■■■■■■■■￣￣■■再■■■￣■■■■■■■■■￣■■■■￣■■■■■■■￣■■

暴力者

＜患者.

０

０

０

０

住所

氏名（歳）男・女
家族．Ｉ＊患者の家族、親戚等の場合の患者氏名（ＩＤ番号）

親戚.

その他＞

０

０

０

０

０

０

氏名（の）

(不明の場合は、推定年齢、性別のみ記入）
＝＝，■■－１■■■■，－＝￣￣￣￣￣￣￣￣ｌ■■-－￣￣￣■■■￣￣－－￣￣￣■I■－－１■■Ｉ■■￣￣￣￣-－￣￣￣￣－－１■■■■■￣￣■■￣￣■I■￣￣￣Ｕ■■￣￣￣￣－－￣■I■￣￣’■■￣■■￣■■■Ｉ■■ｌ■■－１■■－－■Ⅱ■■■

■－■■－口■■￣■■■■■画一■■■■■■■■、■■■■■■■■■■￣■■Ｕ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣唾一口■￣￣■ロー■■￣■■■■■■■■￣■■■■■■■■■■■、■■■■●■■■■￣、￣￣■■■■■Ｕ■■■■■￣

発
生
後
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対
応
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｡■０口■●￣■■￣■■■■口■

被害者家族
竿への連絡

ロロ■■■■■■■ロ■■■■￣■

警察への連
絡

(有・無）

■■■■■￣■■￣■■■￣■句■■■■■■■■■■■■Ｕ■■■■■■■■■■■■、、■■￣■■■■■■■■■￣■￣■■■■￣■■￣■■￣￣■■■Ｕ■￣■■■■■■■■■￣■■■■■■■■■■■■、●■■■■、■Ｕ■■■■■■■■■■■■￣■■
●

日時：平成年月日（）午前・午後時分
方法 ●

●

連絡先：
■■■■■■、■■ローｍロﾛ■、￣■■■■￣■■■■■￣￣■■■■■■ロロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣■■￣■■ロﾛ■■■■■■￣ロ■■■■■ロ■■■■￣￣■■■■■■■■■■⑰■■■￣■■■■■■■■■￣■

日時：平成年月日（）午前・午後時分
方法：電話．駆けつけた警察官へ・その他（）

今
後
の
対
応

内容

(発生防止策や

対応にあたっ

ての反省点な

ど）

●

以上のとおり報告します

平成年

病院長様

月日（）

報告者（応対者の直属の上司）
職氏名 印



経営改善活動報告会看護部

平成２１年３月２Ｇ日(木）

クリニカルラダー(Ladder)の取り組みについて

ラダーとは

直訳すると｢はしご｣｢船の舵｣｢飛行機の方向舵｣となります。

1．クリニカルロラダーシステムとは

看護の質の向上と組織の理念達成を目的に､看護師個々の臨床看護実践能力や意欲に焦
点を当て､その成長過程を支援していくシステムです。

２クリニカル･ラダーシステムのねらい

１)看護実践能力を評価し､意欲向上への動機付けとなります。

２)教育的サポートの基準(資料)にします。

ｓ)仕事の満足度を高めます。

４)個々の看護師のキャリア開発を支援します。

５)看護実践能力を高めることにより､患者様雪ご家族に対してより良いケアを提供できます。

３県立病院の目指すナース

「あたたかさと安心の看護実践ができるナース」

といつでもpどこでも･誰にでも－

４クリニカル･ラダーの基本構造

１)看護実践:データベース･問題の明確化豆計画立案･実践ﾛ評価･記録

２)管理：物品管理･薬品管理｡看護チーム･危機管理･目標管理

ｓ)接遇･倫理

４)教育･研究

５臨床能力段階の内容

レベルＩ：新人レベルであり､職場の指導や教育を受けながら看護実践を行うことができ

る。(卒後1～2年）

レベルⅡ：所属の臨床現場において看護実践を一人前に実践できる。(卒後3～５年）

レベルⅢ：優秀な看護実践に加えて､組織的な役割遂行を実践できる。(卒後6年目以上）

レベルⅣ：所属の臨床場面においては卓越した看護実践を実施し､組織的にも広範囲な

役割遂行を実践できる。(エキスパートナース）



クリニカル･ラダー
南会津病院看護部教育委員会

分類 レベル 至Ｉ 達 標 至Ｉ 達しベル 備考

看
護
実
践
能
力

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

人
間
関
係
能
力

患者およびその家族との信頼関係を確立するために、 コミュニケーション技術を高めるなどの、人間関係を築き上

げる能力である｡また､医療チーム協調しながら連携を図るための能力である

レベルＩ 患者園家族と良い人間関係が保てる

同僚や医療関係者と円滑なコミユニケーシ

ヨンがとれ協働できる

①有資格者として､常に自己の責任を自

覚した行動ができる

レベルⅡ 患者家族の抱える問題をチーム内で共有

し解決できる(チーム内という捉え方を看

護チームとして考えていく）

①患者･家族の心理的･社会的側面につ

いて意識的に情報収集し、問題解決に

取り組むことができる

レベノレⅢ 他の医療チームとの情報交換しながら問

題解決ができる ●

●

①自己の置かれている立場を理解し、

持てる能力を発揮しながら､職場の中心

的存在となれる

レベルⅣ 医療チームと協調しながらリーダーシップ （)スタッフのパイプ役として機能する



分類「教育･研究能力」

レベルⅡの到達目標に下記の2件を挿入する。

1)終了時の到達度を見ていくと､３年目で院内研究発表をするのでﾚﾍ霞ﾙをあげる。
2)課題に取り組むときには､実践の振り返りをして課題を見出していき､また次の実践に生かしてい

く。

がとれる

教
育
・
研
究
能
力

看護の質の確保と向上させるために、 看護学生や看護師を育成する能力である。および､患者のニーズや医療の

内容等の変化に伴い､絶えず変わる(日進月歩)看護サービスの変化に対応していくために､常に研究に取り組む

能力である

レベルＩ ･院内外研修･看護実践を通して看護の知

識を深められる

･研究活動に参加する

①院内外研修に参加する

②研究に関心を持ち、参加する意欲が

ある

レベルⅡ ･研修の学びを看護実践に活かせる

･課題を研究的に取り組むことができる

①自己の課題に向けて継続的な取り組

みができる

レベルⅢ ･後輩に対して指導的に関われる

･看護研究｡研修を通して､看護の専門性

を深めることができる

①後輩の育成をしながら､指導性を身に

つける

②看護研究を計画し､スタッフと共に取

り組むことができる

レベルⅣ ･部署における後輩および学生(３年間の

み)に対して教育的役割がとれる

･研究･開発を行い変革の推進者となれる

①臨床専門領域に関係する教育プログ

ラムに参加する

②看護研究を臨床厚現場で応用する



評価の実際

1)評価内容レベルＩ：レベルの共通項目評価表情意領域評価表
レベルⅡ：レベルの共通項目評価表情意領域評価表

ケースレポート(事例研究･看護研究）

レベルⅢ：レベルの共通項目評価表情意領域評価表

レベルⅢ実践計画レベルⅢ実践報告

:２点

：１点

:Ｏ点

2)評価基準Ａ：できる

Ｂ：だいたいできる

Ｃ：できない

3)認定基準

(1)臨床実践評価表のレベルＩは１３０点満点で80点以上
レベルｎは９６点満点で５８点以上‘

レベルmは58点満点で３５点以上

★評価項目にCがあれば認定されない｡ただしく当院で実践できない項目については､その限りでない。

★准看護師のレベルⅡの評価は､看護チームの項目①.②と教育①．②．③を除き､８６点満点で52点以上とする。

(2)情意領域評価表レベルＩは44点満点で３０点以上

レベル、土44点満点で３５点以上

レベルmは44点満点で4o点以上

★評価項目のｃについては､上記と同じとする。

(3)レベルⅢの実践報告書の点数は､６０点以上とする。

※(1)(2)とも自己評価･他者評価･師長評価を行い､評価に大きな差がある場合は師長面談(面接)を行う。

※レベルＩ・Ⅱは臨床実践評価､情意領域評価表は看護師長の点数とし､レベルⅢは教育委員会の点数を評価点とす

る。

※クリニカル･ラダー申請に閏する書類は､教育委員会が保存し管理する。

※各ﾚﾍﾞﾙの評価表およびレポート等は､レベル認定後に本人に返却する。

申請書の提出と認定書の発行について

１．クリニカル･ラダーレベル申請書(様式１－１）

(1)所定事項を記入後に所属師長に提出する。

(2)各師長は､申請書を教育委員会に提出する。

(3)転入者(経験採用者)で､レベルⅡを申請する者は､申請書の院内研修内容欄に前病院で受講した研修名を記入

する。

(4)教育委員会が認める理由により(別記参照)申請を取り下げる場合は､師長を通じ教育委員会へ申し出る。

２クリニカル･ラダーレベル認定書(様式３）

教育委員会で評価基準に従い審議･認定され､看護部長の承認を受け認定書が発行される。



現状と課題

平成20年度より、クリニカルラダーを導入し､看護部の理念｢病院の基本理念に基づき､看
護の本質を大切にし､地域住民から信頼される質の高い看護サービスを提供する｣には看護職
員の知識や技術の向上を図'J、患者様への安全･安心の確保を保証しなければ､理念に近づく
ことは難しいと考えられる。

各県立病院において､平成20年度までに｢レベルＩ.Ⅱ」に､看護職員が全員到達できるよ
う教育委員会や､各部署のプリセプター等の指導により、レベルⅡまで至り達したスタッフは以
下のようになる。

（病気休暇２名育児休暇５名は､下記評価に含まない｡）
レベルＩＢ４名中２名０２４％

レベルⅡ“～全員達成

情意領域レベルⅡ５名となり､０５９％

このﾚﾍﾞﾙの評価については､「自己評価｣｢先輩評価｣｢師長評価｣に左右される因子はあるが、

｢自己評価｣の低いスタッフが､多かったように見受けられる。

「情意領域｣においては、(規律性)(責任感)(積極性)(協調性)の分野があり､知識颪技術の
習得の他に､各個人の人間性が問われる分野のために､低い､評価となったと思われる。

これからの課題としては､教育委員会が開催する､年間so余の｢院内研修｣｢県看護部教育
企画委員会｣｢県看護協会｣｢自治体病院学会｣｢南会津医学セミナー｣等々に参加し､レベルに
到達できるよう､各師長は個人面接等を利用して｢研修｣の機会を導いて行くべきであろう｡また、

院内研修(他部署で行う)への取り組み等によって~知識･技術の向上によって得た看護行為等
が､患者様へ還元されると考える。



平成20年度看護職員クリニカルラダーレベル別総数

看護部総数ｇＺ名

看護部長虜看護助手(5)は含まない。

回国二国軍■三口ご』二 ［
Ｄ２Ｚ派

情意Ⅱ５ ５:外来レベル１２１Ⅱ２１情意２０：ＯＰＳＰレベル１５

:透析室レベル１ｓⅡ４情意未提出

参加者数：１病棟レベル１２２Ⅱ１８情意２０：２病棟レヘール１２２Ⅱ１９
Ｉ

情意２２

所属部署 レベルⅣ レベルⅢ レベルⅡ レベルＩ 総数 備考

１病棟 １０ ５ ７ ４ Ｚ６

２病棟 ７ Ｓ ７ ３ ｚＳ

外来 ７ ５ １２ ２ Ｚｅ

ＯＰ･ＳＰ ３ ３ ０ ２ ＆

透析室 ２ ３ ０ ２ 了

総数 Ｚｇ Ｚ４ Ｚ⑤ １３ ｇＺ

しへ．ル 総合点数 １病棟 ２病棟 外ラ

ｚ
」 ＯＰ･ＳＰ 透析室 備考

Ｉ

総合点数

平均

最高点数

最低点数

２．ｓ０７

１１５．５

１２ｓ

９ｓ

２４６４

１１２

１２ｓ

９ｓ

２１４６

1０２２

１２６

５２

５９０

１１ｓ

１２０

１１０

５７ｓ

１１ｓ

１２ｓ

ｇｏ

Ⅱ

総合点数

平均

最高点数

最低点数

１．ｓ８９

７７．２

ｇｏ

３ｓ

１．５４８

８１．ｓ

ｇｏ

６３

１．２２２

５ｓ、２

ｇｏ

ａｓ

８ｓ

８ｓ

８ｓ

８ｓ

ＳＳＳ

１１ｓ

８７

７９

情
意
領
域

総合点数

平均

最高点数

最低点数

７１２

Ｓ５．６

４４

２５

ＳＢＧ

４０．３

４４

３４

了１５

３５．ｓ

４４

２２

1８５

３７

４０

３５

備考



薬剤部活動報告
(薬剤師の資質向上への取り組みについて）

１薬学部教育６年制の背景について

1）背景

医療の高度化が進み、患者に最も適した医療を提供するところの「患者中心の医

療」が進み、薬剤師においては、最適な薬物療法の提供、服薬指導、医療安全対策

など幅広い分野において医療の担い手としての役割を果たすことが、よりいっそう

求められてきている。

このような医療環境に対応するため、高い倫理観、医療人としての教養、医療現場

で通用する実践力など一層の資質向上を図るため、平成１８年度から薬学教育６年

制が導入されたところである。

2）６年制へのタイムスケジュール

2006.4 2012.32009.3

函入学 卒業

新卒薬剤師の空白期間

(2010.3～2011.3）

關宇Zzi三W薊’ 卒業

２薬学部教育６年制の概要について

１
１

●

全学年を通してヒューマニズムについて学ぶ

薬学専門教育（基礎薬学・医療薬学）
、

・・事前学習・共用試験

（学生が基本的な能力である知識、技能、態度を有し

ているかを証明する試験）

長期実務実習

（病院実習、薬局実習）

－年生

二年生

三年生

四年生

五年生

六年生



３実務実習指導薬剤師の養成について

薬学教育六年制で重要な項目である病院実習、薬局実習においては、学生を受け入れ

る病院や薬局の施設設備が十分であることはもちろん、何より重要なことは学生を指導

する優れた教育者たる実務薬剤師（指導薬剤師）が必要となる。

実務実習指導薬剤師の養成研修を履修した薬剤師が「実務実習指導薬剤師」として認

定される。

養成研修とは、実務実習指導薬剤師養成ワークショップ形式及び以下の講習である。

・病院、薬局それぞれにおける学生の指導方法

・薬剤師に必要な理念

・実務実習モデル・コアカリキュラム

・最新の薬剤師業務

・免許取得前の学生に許される実習中の行為の範囲と違法性阻却事由等についての講

習会形式からなる研修

４四年制を履修した薬剤師に対する研修について

1）研修認定薬剤師制度

日本薬剤師研修センターの「研修認定薬剤師制度」に基づき、一定期間内に集合研

修や自己研修を受け、定められた単位を取得し、その成果を客観的に認定した人に対

して与えられるもの。（医療薬学に重点）

・集合研修・実習研修

日病薬や曰薬及びその支部等の登録されている団体が行う研修会

・特定講座研修

事前に研修センターへ「研修会開催計画書」を提出し、受理された研修会

・グループ研修

集合研修や実習研修に該当しない研修で、複数人数で行った研修会をいいます。

例えば、薬局内の勉強会や企業による新薬説明会などです。

・通信講座研修

大学等が行う通信講座

・自己研修

集合研修や実習研修に該当しない研修で、個人が書籍・雑誌及びテレビ、ビデオ、

インターネット等視聴覚器の活用により医学・薬学関連分野の学習をした場合

2）研修認定薬剤師は

「研修認定薬剤師制度」のもと、１認定期間(新規4年以内、更新3年毎)に所定の単

位を取得したと認定された薬剤師をいいます。（薬剤師研修手帳の必要な単位を修得

した記録に基づき申請することが必要）

認定されたことにより、他の医療従事者や患者様からの信頼を高め、常に時代に即

した薬学的ケアを行える薬剤師であることを示すことができます。


